
 

 

 

 

鶴見区自治連合会９月定例会 次第 

 

                                    日  時  令和６年９月 19 日（木） 

                                            午後２時 

                                    会  場  鶴見区役所８号会議室 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

鶴見区自治連合会長   宮野 昌夫 

 

    鶴見区長     渋谷 治雄 

 

３ 横浜市町内会連合会９月定例会結果報告 

 

４ 鶴見区自治連合会関係議題 

 

５ 鶴見区自治連合会定例会の日程について 

 （１）日 程 

10 月定例会 令和６年 10 月 18 日（金）午後２時から 

11 月定例会 令和６年 11 月 19 日（火）午後２時から 

 

 （２）場 所 

    鶴見区役所６階８号会議室 

 

６ 閉  会 

 

 

 

 

 

  

鶴見区自治連合会として参加した主な行事（７月１日～８月 31 日） 

 

・７月 12 日 横浜市町内会連合会７月定例会 

・７月 26 日 潮田東部地区盆踊り 

・８月６日  鶴見消防団県大会出場報告会 

・８月 18 日 社会を明るくする運動 

・８月 24 日 オールゆうづる夏まつり 



 

 

・・・  横浜市町内会連合会９月定例会結果報告  ・・・ 

 

１．横浜市消費生活推進員制度について 

◎説明者 鶴見区役所 地域振興課 中島 課長    資料№１ 

 

２．特別市の実現に向けた機運醸成の取組について 

◎説明者 鶴見区役所 区政推進課 美田 係長    資料№２ 

 

３．災害用備蓄食料の更新に伴う無償配布について  

◎説明者 鶴見区役所 総務課 武 課長     資料№３ 

 

４. 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の申請について 

◎説明者 鶴見区役所 地域振興課 中島 課長    資料№４ 

 

・・・  鶴見区自治連合会関係議題  ・・・ 

 

５. （仮称）豊岡町複合施設再編整備事業について 

◎説明者 財政局ファシリティマネジメント推進課 森地 課長 資料№５ 

 

６. 「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.7」の発行について 

◎説明者 健康福祉局環境施設課 斎場整備担当 山口 課長  資料№６ 

 

７. 令和７年４月からのプラスチックごみの出し方変更に伴う広報について 

◎説明者 資源循環局鶴見事務所 石川 所長    資料№７ 

 

８. 横浜地区「調停手続相談会」の周知について 

◎説明者 横浜家事調停協会 新村様     資料№８ 

 

９. 税を考える週間行事「ほうじん劇場」の参加申込 

◎説明者 鶴見法人会研修委員長 森松様    資料№９ 

 

10. 第 20 回つるみ在宅ケアネットワーク公開勉強会「体験型市民向け公開講座」の 

周知について 
◎説明者 鶴見区医師会 在宅部門 鈴木様    資料№10 

 

11. 令和６年度在宅要介護者訪問歯科健診事業の周知（チラシ掲示）について 
→10 月区連会議題に変更になりました。     

 

12．第 38 回邦楽のつどいの開催について 

◎説明者 鶴見邦楽連盟 藤間 会長     資料№12 

 

13．理化学研究所横浜キャンパス・横浜市立大学鶴見キャンパス 一般公開について 

◎説明者 理化学研究所 横浜事業所研究支援部 大庭 部長  資料№13 

 

 



 

 

14. 第 34 回つるみ臨海フェスティバル開会式への出席依頼について 

◎説明者 つるみ臨海フェスティバル実行委員会 中村 委員長 資料№14 

 

15. Autumn FES in Tsurumi 2024 の案内について 

◎説明者 鶴見区青少年指導員協議会 兼子 会長   資料№15 

 

16．令和６年度鶴見区人権啓発講演会の開催について 

◎説明者 鶴見区役所 総務課 武 課長    資料№16 

 

17. 敬老パスの一斉更新について 

◎説明者 鶴見区役所 高齢・障害支援課 髙橋 課長   資料№17 

 

18. 鶴見区エンディングノート講演会について 

◎説明者 鶴見区役所 高齢・障害支援課 髙橋 課長   資料№18 

 

19. 鶴見区地球温暖化対策推進会議（書面開催）資料について 

◎説明者 鶴見区役所 区政推進課 美田 係長、資源化推進担当 櫻井 係長 

資料№19 

20. 第９回鶴見ウチナー祭の周知について 

◎説明者 鶴見区役所 区政推進課 美田 係長    資料№20 

 

21. 横浜市都市計画マスタープラン（全市プラン）の改定」改定素案の 

説明会開催等について 

◎説明者 鶴見区役所 区政推進課 楡 係長     資料№21 

 

22. 堀尾正明氏講演会「鶴見区版 地域のパワーで難問解決！」の開催について 

◎説明者 鶴見区役所 中島 地域振興課長    資料№22 

 

23. 防犯パトロール物品の配布と防犯リーダー研修会の開催について 

◎説明者 鶴見区役所 中島 地域振興課長    資料№23 

 

24. 令和６年首都圏放置自転車クリーンキャンペーン横浜市実施要項（案）について 

◎説明者 鶴見区役所 中島 地域振興課長    資料№24 

 

25．令和６年度鶴見消防団大規模災害対応訓練のご案内 

◎説明者 鶴見消防団 香取 団長      資料№25 

 

26．資料提供 

鶴見区内火災・救急状況（速報）     ‥‥‥‥‥‥‥  鶴見消防署 

鶴見警察署管内犯罪・交通事故発生状況  ‥‥‥‥‥‥‥  鶴見警察署 

 

 申請期限 

10月31日 
まで延長 



 

横浜市消費生活推進員制度について【事業説明】

１ 趣旨 

消費生活推進員制度は、昭和 56 年度の制度開始からこれまで、消費者被

害防止の啓発や見守り活動等、本市消費者行政の重要な役割を担っていただ

いています。 

一方、単身世帯の増・共働き世帯の増・高齢者の就労機会の増大等による

ライフスタイルの変化や消費生活推進員制度が全区で実施されていない現

状、そして、デジタル社会の進展等に伴う消費者被害の多様化・複雑化や本

市の財政状況等も鑑み、経済局では、今期（令和６年度末）をもって、消費

生活推進員制度の休止を検討してきました。しかし、地域からのご意見を踏

まえ、消費生活推進員制度を全市一律で休止することとはせず、引き続き、

各区の実情に応じた運用とすることになりました。

以上を踏まえて、鶴見区では、消費生活推進員制度の今後の方向性につい

て、消費生活推進員の皆さまと検討を進めており、検討結果につきましては、

改めてご報告させていただきます。 

≪参考≫ 

■ 現在の消費生活推進員制度 実施状況

【実施区】 鶴見、中、南、港南、旭、磯子、緑、都筑、戸塚、栄、瀬谷

【不実施区】神奈川、西、金沢、保土ケ谷、泉、港北、青葉

■ Ｒ２年度 自治会町内会アンケート 「委嘱委員の候補者探し」：

難しい 56％ やや難しい 28％ 計 84％ 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

【地区連長（制度実施区）】 ご承知おきください。 

３ 今後の横浜市の消費者行政について 

消費生活推進員の皆様には、地域に根差した普及啓発や高齢者等の見守り

にご尽力いただいてきたと感謝しており、引き続きのご協力をお願いします。 

消費生活推進員制度の実施・不実施にかかわらず、全市的に一定の水準を

確保できるように経済局・区・消費生活総合センター等で連携を密にして、

消費者被害の未然防止に取り組んでいきますので、地域の皆様のご協力をお

願いします。 

鶴見区連会９月定例会資料 

令 和 ６ 年 ９ 月 1 9 日 

経 済 局 消 費 経 済 課 

鶴 見 区 地 域 振 興 課 

経済局消費経済課 担当：畠山・新田・長岡 

電話：６７１－２５８４ 

e-mail：ke-syohiseikatsu@city.yokohama.jp

鶴見区地域振興課 担当：中島・妹尾・小林

電話： ５１０－１６９５

e-mail：tr-shogaigakushu@city.yokohama.jp

資料 No.１  



 

 

 

特別市の実現に向けた機運醸成の取組について【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  新たな大都市制度「特別市」の早期法制化の実現に向けて機運を醸成していくため

の取組にご協力いただきありがとうございます。現在の取組状況と今後の取組につい

て、ご説明させていただきます。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

      シンポジウムにお誘いあわせの上ご参加ください。「特別市」に興味のある 

方、よく知りたいという方のご参加をお待ちしています。 

 

３ 特別市に関する地域説明会 

地域活動にご尽力いただいている市民の皆様などを対象とした特別市の地域説明会

を８月に泉区で開催しました。区連会の皆様のご協力もいただきながら、今後、各区

で順次開催させていただく予定です。 

 

 

 

＜内 容＞ 

  ○「横浜市が目指す特別市とは」(説明者：山中 竹春 横浜市長) 

  ○意見交換・その他 

 

＜泉区の地域説明会の様子（８月 28 日開催 参加人数 約 120 人）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

市 連 会 ９ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ６ 年 ９ 月 1 2 日 

政策経営局大都市制度推進本部室 

≪鶴見区開催概要≫ 

日時：12 月 17 日（火） 18 時 30 分～20 時 

場所：鶴見公会堂 講堂 

※詳細については 10 月区連会にて依頼予定 



４ 県内三政令市で連携した取組状況 

  県内三政令市の市長・議長・副議長がともに

足並みを揃えて連携している姿をアピールし、

神奈川から特別市の法制化に向けた機運醸成を

図るため、昨年度に続き２回目となる「県内三

政令市市長・正副議長懇談会」を、９月５日に

開催しました。 

  懇談会では、特別市に関する３市の取組状況

の共有や意見交換を行い、３市の市長・議長・

副議長連名で、「特別市の法制化の早期実現を目指す横浜市、川崎市、相模原市の連携

した取組推進に関する共同メッセージ」（別添）を発信しました。 

 

５ 特別市シンポジウムの開催概要 

  「特別市」の必要性や、「特別市」の実現による効果などについて、分かりやすく

お知らせするため、広く市民の皆様を対象に11月にシンポジウムを開催します。 

  なお、来年３月にもシンポジウムの開催を予定しています。詳細については、改め

てご案内させていただきます。 

(1) 日程等 

   日時：令和６年 11 月 23 日（土）14 時 00 分～16 時 00 分（開場 13 時 30 分） 

   会場：港南区民文化センター ひまわりの郷（港南区上大岡西１－６－１） 

   定員：250 人（参加費無料）※申込者多数の場合は抽選 

 (2) 内容 

第１部 基調講演 辻󠄀  琢也 さん（一橋大学教授） 

第２部 座談会 

山中 竹春     （横浜市長） 

原  日出子 さん（俳優） 

辻󠄀  琢也 さん（一橋大学教授） 

 (3) 申込方法 

   11 月 21 日（木）までにウェブページからお申し込みいただく形で参加

者を募集いたします。（ファクス（663-6561）でも申込み可） 

 

(4) その他 

   今月の各区の区連会において、ご案内させていただくとともに、配送ルートによ

り、各単位町内会長宛てにチラシ兼 FAX 申込書を送付させていただきます。 

 【担当】 

 政策経営局 制度企画課 山口・鈴木 

  〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10 

  TEL:045-671-2952  FAX：045-663-6561 

  E メール：ss-seidokikaku@city.yokohama.lg.jp 

お申し込みはこちら ▶▶ 



特別市の法制化の早期実現を目指す横浜市、川崎市、相模原市の 
連携した取組推進に関する共同メッセージ 

我が国は、少子高齢化や人口減少、大規模災害など決して避けることができない

様々な課題を、一丸となって乗り越えていかなければならない。多くの自治体が消滅

する可能性があると予測され、また、我が国経済は長きにわたる停滞により国際的地

位も低下している状況にあるなど、このままでは、我が国が立ち行かなくなるという

大きな危機意識を持っている。 

こうした危機的な将来が予想される中、地方自治体が連携・協力して、持続可能な

形で住民サービスを提供するとともに、大都市が我が国経済の牽引役を果たし、圏域

の活性化と多極分散型社会の構築につながるよう、時代の要請に応じ、将来を見据え

た地方自治制度の抜本的改革が必要である。 

現行の指定都市制度は、旧特別市制度が府県の反対により廃止されたのち、暫定的

な制度として創設されて 65 年以上が経過している。道府県との二重行政や不十分な

税制上の措置など、多くの課題を抱えており、大都市が果たすべき役割を十分に発揮

できる制度となっていない。この間、市町村合併や地方分権の進展により、基礎自治

体、とりわけ指定都市の規模・能力は拡大し、道府県との役割分担も変容している。

指定都市は、その規模や歴史・文化をはじめ、国や道府県との関係性、地域で果たす

役割など、それぞれが異なる特性を有しており、将来の我が国の危機も見据え、今後

より一層、地域の実情を踏まえて、柔軟かつ迅速な大都市経営を図っていくことが求

められている。 

特別市は、効率的かつ機動的な大都市経営を推進するため、市域における全ての事

務を一体的に担う新たな大都市自治体の姿であり、市民に大都市制度の新たな選択肢

を用意するものである。その効果は特別市の市民のみに留まらず、近隣市町村との連

携による持続可能な強い圏域づくりや多極分散型社会の構築など、我が国全体にもプ

ラスの効果をもたらす。また、将来を見据え、地域全体として持続可能な行政サービ

スを提供する体制を整えることが望まれる中、特別市が自立した大都市経営を行うこ

とにより、道府県は特別市以外の市町村の補完・支援により一層注力することが可能

となる。

別添

01131202
長方形



600万人を超える住民を擁する横浜市、川崎市、相模原市の三市では、地域の実情

を踏まえて大都市制度を選択できるようにするため、これまで三市で連携して、特別

市の法制化の早期実現に向けた取組を進めている。一方で、神奈川県においては、「住

民目線から見て特別市を法制度化することは妥当でない」との見解を示し、住民に選

択肢を与える姿勢を示さず、当該制度の法制化すら反対している状況にある。 

三市が提案している特別市制度は、我が国の危機感に対する新たな制度改革の提案

であり、決して大都市のことだけを考えたものではない。そのことを広く市民、県民

の皆様に御理解いただくため、住民目線の分かりやすい発信を進めていく。 

特別市制度の創設は、持続可能な未来の実現に資するものであることを我々は強く

認識し、県内の指定都市三市はさらに連携を強化し、ここ神奈川から新しい地方自治

の形として「特別市」の法制化の早期実現を目指す取組を加速していく。 

 

 

令和６年９月 5日 

 

横浜市長  山中 竹春    横浜市会議長     鈴木 太郎    

横浜市会副議長    福島 直子 

川崎市長  福田 紀彦    川崎市議会議長   青木 功雄    

川崎市議会副議長  岩隈 千尋 

相模原市長 本村 賢太郎   相模原市議会議長  古内 明      

相模原市議会副議長 大崎 秀治 



2024年（令和６年）

横浜の未来を用意する

11/23
14：00 ～ 16：00 （開場13：30）
港南区民文化センター ひまわりの郷
京急線、市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅下車
ウィング上大岡うえ（４Ｆ）

第１部：基調講演
辻  琢也さん （一橋大学教授）

横浜市政策経営局制度企画課
TEL. 045-671-2952

～「特別市」シンポジウム～

特別市の法制化へ

参加費無料

（事前申込制）

定
員250名

横浜市主催 問合せ

土

第２部：座談会
山中 竹春 原 日出子さん     辻  琢也さん
 横浜市長  俳優        一橋大学教授

山
中 

竹
春

辻 

琢
也
さ
ん

原 

日
出
子
さ
ん

参加申込みはこちら



横浜の未来を用意する

港南区民文化センター ひまわりの郷

WEBから
申込みフォーム

▲

右の「FAX申込用記入欄」にご記入の上ご送信ください。

※申込者多数により参加不可の場合は
　11月22日（金）までに連絡します。

（港南区上大岡西１－６－１）

・シンポジウムに関しまして、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
・ご来館の際にはできるだけ、電車・バスなど公共交通機関をご利用ください。

※参加証はございません。
※申込にあたっていただいた情報は、シンポジウム申込者としての把握のためであり、目的外には使用いたしません。

申込締切：11月21日（木）

1

「特別市」は、横浜市が市内の仕事のすべてを担うことで、
神奈川県との間で生じている仕事の重複や非効率な分担をなくす仕組みです。
特別市の実現には、まずは法律で制度をつくることが必要です。
特別市の法制化は「ミライへの選択肢」をつくることです。

登壇者プロフィール

お申込み方法

アクセス

1972年生。早稲田大学政治経済学部卒、同大
学理工学部数学科卒。博士（理学）。
アメリカ国立衛生研究所（National Institutes 
of Health）研究員、国立がん研究センター部
長、横浜市立大学特命副学長・同大学医学部
教授などを歴任。世界気候エネルギー首長誓
約（GCoM）理事（東アジア地域代表）、経済協
力開発機構（OECD）チャンピオン・メイヤー。

1979 年、「夕焼けのマイ・ウェイ」で映画に
初出演する。1981年、NHKの連続テレビ小
説「本日も晴天なり」の主演に抜擢され注目
を集める。2001年「パートナー・オブ・ザ・
イヤー」、2019年第33回高崎映画祭最優秀
主演女優賞を受賞。近作の主な出演作は
「余命10年」、「大いなる不在」など。

東京大学大学院博士（学術）
専門分野：行政学・地方自治論
主な役職：内閣府「税制調査会」委員、
総務省「国地方係争処理委員会」委員長代理、
横浜市大都市自治研究会座長、
第30次・第31次地方制度調査会委員、
指定都市市長会「多様な大都市制度実現プロ
ジェクト」アドバイザー

山中 竹春
 横浜市長

原 日出子さん
 俳優

FAXから
045-663-6561

2

FAX申込用記入欄
フ  リ  ガ  ナ

氏　　名

電話番号

年　　代

居  住  地

希望の方のみ

□ 19歳以下     □ 20代      □ 30代      □ 40代   
□ 50代           □ 60代      □ 70代      □ 80代以上

❶ 「特別市」について、知っていますか？

❷ 特別市について、質問があれば自由にご記載ください。

□ 横浜市内（　　　　　               区）   □ 神奈川県内   □ 神奈川県外

□ 車いす席     □ 手話通訳     □ 筆記通訳

□ 名称も内容もよく知っている
□ 名称は知っているが、内容は知らない　　　　　　
□ 名称も内容も知らない　　　　　　　　　

メ  ー  ル
ア ド レ ス

アンケート

～「特別市」シンポジウム～

特別市の法制化へ

上 大 岡 駅

上 大 岡 駅

京急百貨店

市営地下鉄ブルーライン 鎌 倉 街 道

オフィスタワー

ウィング上大岡うえ４階屋上広場に出入口があります

横須賀中央▲

戸塚▲

▲横浜

▲
関
内

ウィング上大岡

辻 琢也さん
一橋大学大学院
法学研究科教授



 

災害用備蓄食料の無償配布（有効活用）について 

 

 １ 概要 

横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等、 

防災意識の啓発や食品ロス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りし

ます。 

  

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】申込みについてご検討をお願いします。 

 

 ３ お配りする備蓄食料 

  (1) 保存パン 20食入り  1,100箱（22,000食） 程度 

  (2) 水缶詰 24本入り  3,200箱（76,800本） 程度 

  (3) おかゆ 20食入り    800箱（16,000食） 程度 

    (4) クラッカー70食入り         300箱（21,000食)  程度 

  (5) スープ 45食入り      900箱（40,500食） 程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

・保存パン 

① １箱当たりの食数：20食 

② 賞味期限：2025年１月 

③ １箱あたりの梱包の大きさ：32cm×40cm×12cm／約２㎏ 
 

・水缶詰 

① １箱当たりの本数：24本 

② 賞味期限：2025年７月 

③ １箱あたりの梱包の大きさ：27cm×40cm×13cm／約 8㎏ 
 

・おかゆ 

① １箱当たりの食数：20食 

② 賞味期限：2025年１月 

③ １箱あたりの梱包の大きさ：32cm×40cm×12cm／約５㎏ 
 

・クラッカー 

① １箱当たりの食数：70食 

② 賞味期限：2025年１月または２月 

③ １箱あたりの梱包の大きさ：26cm×50cm×37cm／約７㎏ 
 

・スープ 

① １箱当たりの食数：45食 

② 賞味期限：2025年 7月 

③ １箱あたりの梱包の大きさ：21cm×29cm×24cm／約１㎏ 
 

資料○○ 



４ 対象 

   横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人等） 

※ 民間企業及び個人（世帯としての申し込みを含む。）は対象外とさせていただき

ます。 

 

５ 申込方法 

 (1) 申込期間 

    令和６年９月 25日（水）から令和６年 10月 15日（火）まで 

 

  (2) 申込方法 

『横浜市電子申請・届出サービス』によりお申込みをお願いします。案内チラシ

に掲載されている URL または二次元コードよりアクセスいただき、必要事項を入力

のうえ、お申込みください。 

 

６ 抽選結果の公表 

抽選結果（配布する備蓄品の種類、数量、配布日時、場所の情報を含む。） 

は、令和６年 10月 31日（木）午前９時頃、横浜市ウェブサイトにて公表します。 

 

 ７ 配布日時及び引渡場所 

    配布日は、令和６年 11 月 20 日、21 日、22 日、25 日、26 日の５日間です。時間

帯としては、各日 10:00～11:30、及び 14：00～15：30にお配りします。 

配布場所として、方面別備蓄庫や各区役所で引き渡しをします。配布場所は、申

込団体の所在地によってあらかじめ決まっておりますので、ご留意ください。 

なお、各配布場所の地図につきましては、本市ウェブサイトに掲載します。 

 

８ 注意事項 

(1) 申込みは１種類のみとし、水缶詰、おかゆ、スープは最大 15箱まで、保存パン、

クラッカーは最大５箱までとします。 

(2) 申込みは１団体につき１回のみとし、２回目以降は無効とします。 

(3) 備蓄品の配送は行っていませんので、引渡場所までお越しいただきますようお願

いします。 

(4) 配布した備蓄食料は、絶対に転売しないでください。 

(5) 賞味期限内に食べきり、期限が過ぎたものは処分をお願いします。 

(6) 備蓄食料の引渡後発生したごみ等については、申込いただいた各団体様で処分を

お願いいたします。 

(7) お申込みいただいた内容は、配布に向けた準備のため各区役所の総務課へ共有し

ます。  

 

 
担当：総務局地域防災課 

     避難支援担当 森﨑、福田   

℡671-2011 



災害用備蓄食料を 
無償でお配りします︕ 

横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等の防災意識の啓発や食品ロ
ス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。 

 
１ お配りする備蓄食料  

➀ 保存パン 1,100箱（22,000食）程度 
 
 
 

 
 
➁ 水缶詰 3,200箱（76,800本）程度  
 
 
 
 
 

③ おかゆ 800箱（16,000食）程度 
 
 
 
 
 

  ④ クラッカー300箱（21,000食）程度 
 
 
 
 
 
  ⑤ スープ 900箱（40,500食）程度 
 
 
 
 
 

・ １箱当たりの食数 : 20食 
・ 賞味期限︓2025年１月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  32cm×40cm×12cm／約２㎏ 

・ １箱当たりの本数 : 24本 
・ 賞味期限︓2025年７月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  27cm×40cm×13cm／約８㎏ 

・ １箱当たりの食数︓20食 
・ 賞味期限︓2025年１月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  32cm×40cm×12cm／約５㎏ 
 

・ １箱当たりの食数︓70食 
・ 賞味期限︓2025年１月または２月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  26cm×50cm×37cm／ 約７㎏ 

・ １箱当たりの食数︓45食 
  （卵、オニオン、みそ汁 各 15食） 
・ 賞味期限︓2025年７月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  21cm×29cm×24cm／約１㎏ 
 

令和６年度版 

※ 申込みは１種類のみとし、水缶詰、おかゆ、スープは最大 15箱まで、 
保存パン、クラッカーは最大 5箱まで申込可能です。 



横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人等） 
※ 民間企業及び個人（世帯としての申し込みを含む。）は対象外とさせていただきます。 
※ 個人の方が誤ってお申込みをされないよう、回覧板では回覧しないようご注意ください。 
 

３ 申込み・申込結果について 

(1) 申込期間 
令和６年９月 25日（水）～令和６年 10月 15日（火） 

 
(2) 申込方法 

     『横浜市電子申請・届出サービス』によりお申込みをお願いします。下記の【URL】または【二次元コード】 
よりアクセスいただき、必要事項を入力のうえ、お申込みください。申込締切後、抽選結果を公表しますの
で、当選・落選の確認をお願いします。詳細は「（3）抽選結果の公表」をご確認ください。 

【URL】               【二次元コード】 
https://shinsei.city.yokoh
ama.lg.jp/cu/141003/ea/
residents/procedures/app 

ly/0df28285-3ca1-40ec-
a9c3-51659bfb768a/start 
 
 

【必ずご確認ください】 
申請完了後の画面に表示される８ケタの

「申込番号」は、申込みの抽選結果の確認に
必要となります。「申込番号」は後から確認が
できませんので、必ず控えていただきますよう
お願いします。（右の画面が表示されます） 

(３) 抽選結果の公表 
    抽選結果（配布する備蓄品の種類、数量、配布日時、場所の情報を含む。）については、 
   令和６年 10月 31日（木）午前９時頃、横浜市ウェブサイトにて公表します。 
    抽選結果の確認には、申込が完了した際に表示される「申込番号」が必要となりますので、 

必ず控えていただきますようお願いします。 
    ウェブサイトには、以下の【URL】または【二次元コード】よりアクセスできます。 

【URL】                                                                            
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-
bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html 

２ 配布対象 

【二次元コード】 

サンプル 

  横浜市 無償配布 検索 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html


 

(1) 配布日時 
以下の日時で配布を行います。『横浜市電子申請・届出サービス』でのお申込みの際に、次の①～⑩の
候補のうち、第３希望までお選びください。 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(2) 配布場所 
鶴見区︓入船方面別備蓄庫（横浜市鶴見区弁天町３－１） 
配布場所は、申込団体の所在地によってあらかじめ決まっておりますので、ご留意ください。 
各配布場所の地図につきましては、本市ウェブサイト※に掲載していますので、ご確認ください。 
※前項「(３) 抽選結果の公表」に掲載した【URL】または【二次元コード】よりアクセスできます。 

 

ア 申込みは１種類のみとし、水缶詰、おかゆ、スープは最大 15箱まで、 
保存パン、クラッカーは最大５箱までとします。 

イ 申込みは１団体につき１回のみとし、２回目以降は無効とします。 
ウ 備蓄品の配送は行っていませんので、引渡場所までお越しいただきますようお願いします。 
エ 配布した備蓄食料は、絶対に転売しないでください。 
オ 賞味期限内に食べきり、期限が過ぎたものは処分をお願いします。 
カ 備蓄食料の引渡後発生したごみ等については、申込いただいた各団体様で処分をお願いします。 
キ お申込みいただいた内容は、配布に向けた準備のため各区役所の総務課へ共有します。  

 

６ 問合せ先 
 横浜市総務局地域防災課 
  〒231-0005横浜市中区本町６-50-10   （電話）045-671-2011 

４ 備蓄食料の配布日時・配布場所 

５ 注意事項 

① 令和６年11月20日（水）　10：00～11：30
② 令和６年11月20日（水）　14：00～15：30
③ 令和６年11月21日（木）　10：00～11：30
④ 令和６年11月21日（木）　14：00～15：30
⑤ 令和６年11月22日（金）　10：00～11：30
⑥ 令和６年11月22日（金）　14：00～15：30
⑦ 令和６年11月25日（月）　10：00～11：30
⑧ 令和６年11月25日（月）　14：00～15：30
⑨ 令和６年11月26日（火）　10：00～11：30
⑩ 令和６年11月26日（火）　14：00～15：30



←市WEB 
補助制度紹介ページ 

 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の申請について【情報提供】 

 
１ 趣旨 

  自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金について、申請期限が 10月 31日（木）となってい

ます。２回目の申請も可能ですので、補助金の活用について、引き続きご検討をお願いいたし

ます。 

なお、すでに補助金を活用して設備導入した自治会で、「脱炭素」の取組の大切さや断熱窓の

メリット等を紹介する「脱炭素普及セミナー」を実施しました。別紙共有資料を作成しました

ので、導入検討の参考にご覧ください。 

   
 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

 

３ 参考 

【自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の概要】 

活動の拠点である自治会町内会館等に、省エネ設備等の導入に必要な経費の一部を補助しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

※設備の契約・購入は、補助申請後に交付決定を受けてから行ってください。 

※複数回、申請可能ですが、２回目以降の申請は、既に申請を行っている補助対象事業の交付決定通知

後に受付しています。 

詳細は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご覧ください。 

また、横浜市 Webページでは、申請様式もダウンロードできます。 

 

 

 

 
 

補助メニュー 補助率 補助上限額 

LED照明器具 ２／３ 60万円 

省エネエアコン ２／３ 130万円 

断熱窓など 

太陽光発電設備 

蓄電池 

２／３ 200万円 

市連会９月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ９ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

市民局地域支援部地域活動推進課 

担当 松永、髙橋、石栗 

電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 

Eメール  sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

【お問合せ・申請窓口】（事務委託先） 

横浜市住宅供給公社街づくり事業課 

電  話：０４５－４５１－７７４０ 

受付時間：平日 9:00～17:00  

横浜市 会館脱炭素 



 
いいね！断熱窓 

家でもできる「脱炭素」ってなんだろう？ 

青葉区 中市ヶ尾自治会館では、 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金を活用し、 

断熱窓（内窓）、照明の LED 化を実施。 

班長会で集まった班長さんに、「脱炭素」の 

取組の大切さ、断熱窓のメリットなどを紹介しました。 

実際に窓を触ると、内側と外側で熱さが違います。 

ご協力いただいた西川会長も、 

「とても快適になった」とのことでした！ 

自治会町内会館で断熱窓などの効果を実感したら、

ご自宅でも、導入するのはいかがでしょうか。 

環境省の補助制度も活用できます。 

一定の省エネ基準を満たすエアコン、冷蔵庫、LED 照

明器具を購入・設置・申請すると、「エコハマ第２弾」

でポイント還元が受けられます！ 

※本体購入価格(税抜)の 20％（1 台あたり上限 3 万円）分 

※エコハマ第 2 弾は、会館への設備導入は対象外 

その他にも、省エネ家電を選ぶ際に、 

環境省 Web サイト「しんきゅうさん」で、 

省エネ効果や、電気料金などが、比較ができます。 

すぐにできるアクションで、電気代もおトクに。 

まだ間に合う！会館での省エネ設備の補助申請 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の申請期限： 10/31（木） まで 

【問合せ先】横浜市住宅供給公社 街づくり事業課 045-451-7740（平日 9:00～17:00） 

（事業実施主体：市民局地域活動推進課） 

↑環境省 Web サイト 

「しんきゅうさん」  → 

すぐにできるアクションを見る→ 

（横浜市脱炭素ポータルサイト） 

↑8 月 4 日脱炭素普及セミナーの様子 ↑導入した断熱窓 

（既存の窓に内窓を設置） 

８月４日 青葉区 

中市ヶ尾自治会館

脱炭素普及セミナー

を開催 

別紙 



 

 

（仮称）豊岡町複合施設再編整備事業について（報告） 

 

１ 「事業計画（素案）」の公表について 

  この度、令和６年３月に公表した基本構想をもとに、施設規模・構成、配置計画案、事業ス

ケジュール及び整備手法等を「（仮称）豊岡町複合施設再編整備事業 事業計画（素案）」とし

てまとめ、公表しました。 

 別紙（仮称）豊岡町複合施設再編整備事業 事業計画（素案）概要版  

 

２ 意見交換会等の実施概要 

(1) 意見交換会 

「事業計画（素案）」（施設規模・構成、配置計画案、事業

スケジュール、整備⼿法等）をご説明し、小学校保護者の

方、地域の方のご意見を伺いました。 

   第１回 ８月 24 日（土）10：00～ 12 名  

   第２回 ８月 27 日（火）18：00～ 14 名  

   （会場：ハーモニーとよおか） 

(2) 市民意見募集 

「事業計画（素案）」をホームページで公開し、市民の皆様からご意見を伺いました。 

  募集期間：８月１日（木）から８月 30 日（金）まで  

ご意見計：28 名（投稿フォーム 25 名、メール２名、FAX１名） 

(3) 保護者説明会 

   豊岡小学校に通学される児童の保護者の方向けに、「事業計画（素案）」及び現在の検討状

況について説明会を実施しました。 

   第１回 ８月 28 日（水）18：00～ 13 名  

   第２回 ９月 ３日（火）10：00～ 10 名  

(4) 主なご意見等 

   学校の整備内容や工事中の学校への影響、災害時の防災拠点の機能確保、民間事業者が参

画する図書館の運営内容に関するご意見等が挙げられました。 

ア 施設計画等についてのご意見 

 ・小学校の教育環境の向上と安全性の確保が重要 

  （グラウンドの確保、セキュリティの確保など） 

・小学校の建替えを優先させ、仮設校舎を設けない工事スケジュールは評価できる。 

・工事期間中の教育環境への懸念 

   （授業中の騒音・振動、工事車両動線と児童の通学動線の分離など） 

鶴 見 区 自 治 連 合 会 定 例 会 
令 和 ６ 年 ９ 月 1 ９ 日 
財政局、教育委員会事務局、鶴見区 

資料 No.５ 

意見交換会の様子 



・鶴見図書館の充実や学校図書館との機能連携への期待 

    （隣接して配置/児童の動線の中心に配置、役割に応じた蔵書の増、鶴見の歴史やアー     

カイブを辿れるコーナーの検討など） 

・周辺道路に影響を与えない交通対策の検討、十分な駐車場・駐輪場の整備が必要 

（交通量増に伴う渋滞・事故への懸念、狭い一方通行の道で安全に通行できるか、など） 

・災害時の防災拠点の機能確保や動線への配慮 

   （２階体育館へのバリアフリー動線、備蓄スペースの配置など） 

・周辺環境への配慮に関する意見 

（近隣マンションとの関係、豊岡通側の圧迫感を軽減するためのセットバック提案など） 

  ・整備対象地に対する意見（東側敷地の活用提案、開放感ある施設への期待など） 

イ 複合施設の運営等関するご意見 

  ・民間事業者が参画する図書館運営への意見 

   （民間へ市のノウハウの継承も必要、効率化より専門性が大切、活気と静寂のバランス

など） 

  ・民間プールへの意見（屋内プールへの期待、撤退リスクへの懸念） 

ウ その他ご意見 

・丁寧に進めており、様々な意見が出て充実した内容であった。 

・これまでの意見交換会等の意見がどのように反映されたか示してほしい。 

・引き続き、意見を聞く場を設けてほしい。  

 
３ ご意見に対する今後の検討について 

(1) 検討の進め方について 

いただいたご意見を参考に、事業計画の策定を進めています。また、発注条件の検討にも

生かしていきます。 

(2) 今後のスケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

    
  ※意見交換会、意見募集の詳細については、横浜市ホームページで 

ご案内する予定です。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/fmsuishin/ 

facilitymanagement/toyooka/ 



（仮称）豊岡町複合施設再編整備事業 事業計画（素案） 概要版 （1/2）

『 つながる学び舎 』

２ 複合施設のコンセプト

豊岡小学校は、大正時代に現在の場所に設置され、100年間の長い期間をかけて地域に根差し、地域の方々の

思い入れがある施設です。現在の学校施設は、約６５年間使用され老朽化が進んでいるため、建替えにより、教育

環境の向上を図ることとしています。

この小学校建替えの機会を捉え、豊岡小学校の周辺の鶴見図書館、鶴見保育園、つるみ区民活動センター、鶴

見区地域子育て支援拠点と併せて再編整備し、新たに、子育て世代の皆様がこの地域で安心して子育てができ

ると感じる場、子どもから高齢者までが生き生きと過ごすことができる場、生涯学習や地域活動を行うことが

できる魅力的な場、地域の方々の多様な思いが込められたコミュニティの場を創出することを目指します。

また、豊岡小学校が立地する場所は、駅や商店街に近接する利便性の高い場所にあるため、公共施設の複合化

に加え、民間機能等も併せて導入することや民間事業者のアイデアやノウハウを活用することで、より良い市民

サービスの提供や将来にわたる地域の活力向上や賑わいの形成にも効果が期待できます。

各公共施設の機能を高め、効率的な整備運営を進めつつ、小学校単独の建替えでは成しえない相乗効果や新

たな価値を生み出し、地域の活性化や魅力向上を図ります。

親子の居場所

①子育て生活に彩りをそえる

②多世代が楽しく、学び、活動し、つながり、賑わう

③地域の思いを新しいコミュニティの形に

 環境性能の高い施設整備、木材利用の促進、再生可能エネルギーの導入等を検討します。

 豊岡小学校は、地域防災拠点として位置づけられているため、地域防災拠点の機能（①避難所、②食料・飲料

水・資機材などの備蓄場所、③情報・支援物資の拠点）を備え、建物の耐震性を確保して整備します。

 年齢・国籍・障害の有無等を問わず、すべての人が安心して使いやすい施設と

なるよう、ユニバーサルデザインに配慮した施設とします。

 人々がつどい、様々なつながりを促すため、あらゆる世代や国籍の方にも分か

りやすく、情報にアクセスできるよう環境づくりを行います。

 各施設の配置は、利用者が利用しやすく、かつ、それぞれに

専用の出入口を確保した安全にも配慮した計画とします。

 特に、小学校児童、保育所園児の利用動線は、他の市民利

用施設利用者の利用動線と分け、利用エリアを施錠で区切

るなど、必要なセキュリティを確保します。

 豊岡通り側に活気をもたらし、新たにまちのシンボル（ランドマーク）となる魅力的な外観計画とします。

 商店街等の地域社会との連携により新たな賑わいを創出する配置計画とします。

 複合化する施設が連携し、教育活動へ参加することで、子どもの豊かな学び・体験の機会を創出し、教育環

境の向上を図ります。

 各公共施設の機能を重ね、連携を強化していくことで、よりよい市民サービスを提供します。

 図書館を中心として、読書、地域活動支援や生涯学習支援、子育て支援等の各

種サービスをシームレスに提供します。

 開放的な空間、気軽に利用・滞在できる空間を設けるなど、各施設内の多様な

活動を来館者が目にし、知ることで、新たな地域活動や交流につなげ、あらゆ

る世代が生き生きと学び、活動できる場や居場所をつくります。

 小学校は、現在の整備水準に基づき、教室、体育館、グラウンド等の必要な広さや機能を有して整備します。

 保育所は、保育ニーズなどを踏まえ、必要となる保育室の確保、園庭の広さや機能を有して整備します。

多文化共生

②活動・学びを通じた居場所づくり

①教育・保育環境の向上

③多様な主体の連携によるサービスの向上

小学校・保育所のセキュリティ イメージ図

④ランドマークとしての役割

⑤利便性や安全性への配慮

⑥地域防災拠点の機能

⑦インクルーシブ社会の実現

⑧環境への配慮

〇 施設の基本コンセプト

施設
延床面積（㎡）

現在 整備後(想定)※

小学校 約6,300 約8,450

日本語教室 約100 約130

放課後キッズクラブ 約100 約130

保育所 約620 約900

図書館 約1,510 約5,000

区民活動支援センター 約170 約270

地域子育て支援拠点 約260 約270

民間機能（プール等） - 提案による

1 事業の目的・背景 ４ 複合施設の基本的な考え方

３ 複合化を行う施設の規模、整備費

〇 現在規模と想定規模

 小学校・保育所は、現在の整備水準等に基づき、

必要な広さや機能を整備します。

 図書館は、これまでの図書館機能だけではなく、

「つどう・憩う」 「遊ぶ・体験する」 「まちとつな

がり・交流する」 「連携・協働する」場となるため

の広さや機能を整備します。

○想定整備費

・建設工事にかかる費用

・建物の設計費用、工事の監理にかかる費用

の合計で、約110億円を想定しています。

グラウンド

体育館

保育所

小学校
校舎

セキュリティライン

出入口

施錠（連携時のみ通行可）

図書館
区民活動支援センター
地域子育て支援拠点

※施設の共有化や機能連携により、

施設全体の効率的な整備を行います。

STEAMラボ（戸田市立戸田東小学校）

（※写真提供 / 戸田市教育委員会）

（※写真提供 / 株式会社まめくらし）

人や活動がつながる
（高円寺アパートメント）



（仮称）豊岡町複合施設再編整備事業 事業計画（素案） 概要版 （2/2）

（仮称）豊岡町複合施設再編整備事業については、横浜市のホームページに掲載しています。

【ホームページアドレス】 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/zaisei/fmsuishin/facility-management/toyooka/

基本構想等

小学校・図書館棟
工事

R5年度 R6年度～R7年度 R14年度～

事業計画
実施方針等 入札等準備

※事業の進捗、設計内容、及び工事手順等によりスケジュールは変わります。

〇 想定される整備手法

 学校図書館と鶴見図書館の連携しやすい配置

 図書館で調べ学習ができる環境の整備

 多様な主体と教員の連携による学びの充実 など

 複合施設内のどの施設でも図書館の本を活用

 各運営主体の連携事業イベント等の実施

 ライフステージの切れ目なく、居場所・活動場所を提供

 市民の学びと活動を支え、地域の担い手をつくるため、

機能連携できる施設配置 など

従来手法 PFI事業（BTO） PFI事業（BTO）＋定期借地

施設所有 全ての施設を市が所有 全ての施設を市が所有 プール棟のみ民間所有

付加価値の
高い
公共サービス

△ 大規模な複合施設の施設計
画や運営において民間事業者に
よる創意工夫が働きにくい

〇 大規模な複合施設の施設計
画や運営において民間事業者に
よる創意工夫が働く

〇 大規模な複合施設の施設計
画や運営において民間事業者に
よる創意工夫が働く

財源負担の
削減

△ 仕様発注のため事業費削減
の工夫が働きにくい

〇 性能を充足する仕様は民間
提案に拠るため事業費削減の工
夫が働く

◎ 事業費削減の工夫が働き、
プール整備費相当分の負担が軽
減される

民間事業者の
参画可能性

〇 民設民営でのプール整備運
営に対応できない事業者も学校
プールであれば参画可能

〇 定期借地用地を二段階公募
にするなど、事業者の投資リス
クを低減することで民設民営
プールとして参画可能

○ 配置計画案の特徴

【学校運営への影響】

 仮設校舎の設置がなく、学校運営への影響が少ない

 早期に新校舎の使用が可能

【地域防災拠点の確保】

 工事期間中、拠点機能（小学校体育館）を維持できる

【にぎわい創出】

 駅側かつ商店街側に市民利用施設の入口を設けること

で賑わいを確保しやすい

○ 施工計画（案）

①現校庭に小学校、保育所、図書館等を建設整備

②既存校舎（体育館以外）を解体

③体育館、グラウンドを整備

④既存体育館解体

６ 整備手法５ 施設計画案

７ 配置案

８ 整備スケジュール（予定）
R８年度

設計

契約 工事着手

R９年度

旧校舎
解体

R11年度

体育館
工事 旧体育館

解体 民間機能
工事

体育館
完成

 施設運営に民間ノウハウを導入することによる「付加価値の高い公共サービス」が期待されること

 民間ノウハウにより、建設費及び維持管理費の削減や、維持管理にかかる負荷軽減が期待できること

 設計から資材発注、現場作業を効率的に実施することにより、現場作業期間の短縮が期待できること

 民間事業者が維持管理を実施する事で教職員等の負担軽減が期待できること

…以上より、「PFI事業（BTO方式※）＋定期借地権設定」を基本として検討を進めます。

（プール等）

小学校校舎
完成

グラウンド

体育館

民間機能
(プール等)

小学校

〇 施設の連携による相乗効果

図書館・保育所
区民活動支援センター

子育て支援拠点

※この図は、機能のつながりを示すもので施設の大きさや実際の配置を表すものではありません。

７～８階建て（高さ31ｍ以内）
小学校・保育所は、低層に配置

対象地

※民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。

【小学校】

 普通教室は４階以下

 グラウンドは地上

 体育館は２階以下

 維持管理業務

 図書館や、複合化する各機能と連携したイベントの

企画・運営

 施設の総合案内 など

【保育所】

 原則２階以下

〇 施設の配置 〇 民間事業者のノウハウを生かす業務

知的な活動を支える、読書・学習・

仕事のためのゾーン

例）閲覧スペース、学習・仕事スペース

こどもが学び、交わり、遊び、過ごすゾーン

例）こどもラボ室、こどもリビング

多世代・多文化が交わり活動するゾーン

地域の魅力を発信するゾーン

例）区民活動センター、ラーニングコモンズ

箕面市立東図書館

おやこで過ごせるスペース

乳幼児が元気に過ごせ、保護者が

くつろぎ、交流するゾーン

例）親子のくつろぎスペース

地域子育て支援拠点

親子ゾーン

集中・静寂ゾーン

こどもゾーン

賑わいゾーン

（※写真提供 / 箕面市）

大和市文化創造拠点シリウス

くつろぎ楽しく過ごせる場所

（※写真提供 / 佐藤総合計画）

様々な学び体験コンテンツ

IMAGINUS（杉並区）

学習・仕事スペース

青少年の居場所

育む

交わる

知る

憩う 活動する

集う

学ぶ遊ぶ

〇 機能のつながり・連携イメージ

教育環境の向上 市民サービスの充実

居心地よく滞在、談笑し、

人や活動の賑わいが生まれるゾーン

例）ラウンジ、カフェ

和歌山市立図書館

（※写真提供 / 和歌山市）

開放的で多目的な空間

多世代交流ゾーン

武蔵野プレイス
（※写真提供 /

(公財）武蔵野文化生涯学習事業団）

空間イメージ



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           発行：横浜市健康福祉局環境施設課 

〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 

TEL:045-671-4386 FAX：045-664-6753 

                                E-Mail: kf-saijyoseibi@city.yokohama.jp No.７  令和６年９月    

東部方面斎場（仮称）整備通信 

東部⽅⾯斎場（仮称）の整備は、昨年度に実施設計を終え、斎場の設備⼯事に着⼿しました。
また、今年度に⼊り建物本体⼯事にも着⼿しています。 

今回の整備通信では、現在の整備事業の進捗状況や今後の⼯事⼯程等についてお知らせします。 
 

 
 
○現場写真（令和６年７⽉時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○完成イメージパース（設計時のイメージのため、完成後の実物とはやや異なる場合があります。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆斎場整備事業の進捗状況等について 

 

 上の写真は令和６年７⽉時点の整備地の写真です。建築⼯事の施⼯者が⼤成・松尾・渡辺建設
共同企業体に決定し、現場に仮囲いが設置されました（右上写真参照）。また、７⽉から地盤改良
の⼯事に着⼿しました（右下写真参照）。 

⼯事現場の隣接地には２棟の仮設現場事務所も設置され、本格的に⼯事が始まっています。 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

斎場整備事業についての説明会を鶴⾒区の⽣⻨地区センターで実施しました。  
＜開催日〉第１回：令和６年７月26日（金）、第2回：令和６年７月2７日（土）  

※各回とも同一内容。 

※説明会の概要については、横浜市ホームページに掲載しています。 

＜主な質疑内容＞ 

○待機の車両が産業道路上に並ばないようにしてほしい。 
 

→ 今回の⼯事にあたっては、施⼯業者に産業道路で待機させないということを徹底しています。 
  産業道路から来た⾞両については、まず整備地に⼊れて待機させます。作業後は構内を回って産

業道路へ退場します。また、作業員の通勤⾞両については、東側の現場事務所がある敷地に駐⾞場
を設け、路上駐⾞させないよう徹底していきます。 

○整備費は今後増加するのか。 

 → ニュース等でご存じかと思いますが、建設費はここ何年かで上がってきております。 
   ⼯事は契約しましたが、今後の物価⾼騰による影響を受ける可能性はありますので、整備費につ 

いては増加する可能性があります。もし急激な物価⾼騰が発⽣した場合は、それに対応する制度に 
基づき、施⼯業者と協議した上で適切な対応をとっていきます。 

◆説明会のご報告 

事業の進捗状況は、この「整備通信」やホームページなどを通じてお知らせしてまいります。 

東部方面斎場（仮称）の整備ついて－ 横浜市 検索 

◆今後のスケジュール（予定） 

 

 

 

 

◆整備概要について 

 【計画地】 【計 画 地】・鶴⾒区⼤⿊町 18 番地の 18 

【建物の規模】・敷地⾯積 約 11,000 ㎡ 
・延床⾯積 約 22,000 ㎡ 
・階  数 地上４階／地下１階 

【整 備 費】・約 2５1 億円 
【各階の主な配置】 

４  階：機械室、津波避難スペース 
３  階：休憩室 
２  階：⽕葬炉、告別収⾻室、⾞寄せ 
１  階：葬儀式場 
地下１階：駐⾞場（１階とあわせて約 150 台） 

○建物本体⼯事の⼯程 
 斎場建物の完成は令和８年 12 ⽉下旬を予定しており、供⽤開始時期は令和９年３⽉中となる
⾒込みです。 

 



 
 
 
 
自治会・町内会長 各位 

資源循環局鶴見事務所長 
 
 

令和７年４月からのプラスチックごみの出し方変更に伴う広報について 

 
 
令和６年１月に策定された「ヨコハマ プラ5

ご

.3
み

計画」に基づき、鶴見区では、こ

れまで燃やすごみとして回収していた「プラスチックのみでできた製品」を「プラ

スチック製容器包装」と一緒に回収し、リサイクルするため、令和７年４月からプ

ラスチックごみの出し方が変わります。 

つきましては、区民の皆様と一緒に取り組んでいけるよう、分別ルールの広報等

を進めてまいります。 

 

１ 住民説明会の開催について 

 令和７年４月から変わるプラスチックごみの分別ルールについて、各自治会・

町内会からの御希望に応じ、地域住民の皆様への説明会を開催いたします。開催

を御希望の場合は、担当まで御相談ください。 

担当 資源循環局鶴見事務所 依田  TEL 502-5383 FAX 502-5482 

メール sj-tsurumij@city.yokohama.jp  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ プラスチックごみの分別ルールの変更に関する説明ツールの提供について 

本市ホームページから、分別ルールの変更に関する資料を直接入手できるよう

になりました。 
 

   横浜市 プラスチック資源 出し方 検索 

 

 

 

説明会内容例 

１ リーフレット※の配付及びスライド資料による説明 ※参考資料添付 

 (1) 分別拡大の背景（ヨコハマ プラ5
ご

.3
み

計画、地球温暖化問題など） 

 (2) プラスチックごみの分別ルール変更について 

 (3) その他 

２ 実物のプラスチック製品等を用いたパネルによる説明 

３ 質疑応答 

裏 面 あ り 

mailto:sj-tsurumij@city.yokohama.jp


 

担当：資源循環局鶴見事務所 松田・依田 

TEL  502-5383 FAX 502-5482   

メール sj-tsurumij@city.yokohama.jp 

プラスチックごみの分別ルールの変更に関する各種資料 

(1) プラスチックごみの分別ルール変更

についてのリーフレット 

 

住民説明会時に参加者に配付する資

料です。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 住民説明会資料（スライドデータ） 

 

住民説明会で説明する際に使用する

資料です。 

 

 

 

(3) 説明動画 

 

御家庭等で視聴いただける説明動画

を配信しています。 

https://www.youtube.com/watch?v= 

Pa3wS28O8Hc 

 

 

(4) 広報リーフレット 

 

令和７年１月から３月頃にプラスチ

ックごみの分別変更を伝えるリーフ

レットとごみと資源物の分け方・出

し方のリーフレットを全戸配布する

予定です。 

 

(5) 横浜市ごみ分別アプリ、 

ごみ分別辞典「ミクショナリー」、

ごみ分別チャットボット 

 

鶴見区では、令和７年４月１日から

変更後の分別に対応した検索が行え

る予定です。 

 



プラスチックごみ分別拡大 説明会 申込書 

団体名

代表者連絡先（氏名） （℡）

開催場所

開催場所住所

第一希望日   月  日（  ）  時   分頃  開始予定 

第二希望日   月  日（  ）  時   分頃  開始予定 

第三希望日   月  日（  ）  時   分頃  開始予定 

参加予定人数

説明会で聞きたい事

〇お申込みいただいた後に、担当から確認の連絡をさせていただきます。 
〇御希望の日時にすでに他団体の予約等が入っていた場合は、日程調整させていただく場合もござい 
ます。あらかじめ御了承ください。 

〇電話でお申込みの際は、上記申込書の内容をお伺いさせていただきます。
〇何か御質問等がございましたら、担当までお問合せください。 

担当：資源循環局鶴見事務所 依田    
TEL 045-502-5383 FAX 045-502-5482 
E-mail sj-tsurumij@city.yokohama.jp

mailto:sj-tsurumij@city.yokohama.jp






第２０回 つるみ在宅ケアネットワーク公開勉強会

講師：鈴木 亮司

体験型市民向け公開講座

鶴見区医師会 在宅部門 担当 ： 鈴木 

TEL ： 045-503-1289 FAX ： 045-503-1266

心と体を緩める頑張らない筋トレ体芯力®︎創始者

認知動作型トレーニング指導者

トレーナー歴25年パーソナル指導40,000人以上の経験から「力を

抜いて動くこと」の大切さに気づき、東大名誉教授小林寛道先生
に師事。
科学的根拠に基づいた運動法頑張らない筋トレ体芯力®︎を考案。
オリンピックアスリートから90歳以上の高齢者まで幅広く指導。

体芯力指導者講座主宰
パーソナルスタジオRS LABO主宰

クライアントにはアメリカプロバスケット選手、プロ格闘家、
プロボクサー、全日本レベルのスカッシュ選手から80歳以上の方まで幅広い。

日時：令和６年１１月１６日（土）
14：00～16：00

場所：鶴見公会堂ホール
 横浜市鶴見区豊岡町２－１フーガ１ ６階

参加費：無料
申込み方法：電話またはFAX

つるみ在宅ケアネットワークホームぺージより
申込み締め切り：１１月  ８日（金） １７：００まで

鶴見公会堂
フーガ1 6階

西口

鶴見駅

横浜市潮田地域ケアプラザ・東寺尾地域ケアプラザ 包括支援センター 看護師

◦鶴見区の“元気づくりステーション”の紹介

今回は ５年ぶり 完全集会型

主催 ： 鶴見区医師会 後援  :  鶴見区役所

ホームぺージ
QRコード

※ 要事前予約
レクリエーション傷害保険登録の為、ご芳名を保険会社に提示いたします。
同意した上でお申込みください。

100歳まで歩ける 頑張らない体操



つるみ在宅ケアネットワーク 第20回 公開勉強会
体験型市民向け公開講座

 100歳まで歩ける 頑張らない体操

 講師：

開催日時：令和 6年11月16日(土） 14：00 ～ 16：00

場所：鶴見公会堂 ホール (フーガ1号館６階)

 住所又は
事業所名：

連絡先：

参加者氏名：

  ＊何かお聞きになりたい事がございましたら、ご記入ください。

返信用ＦＡＸ：０４５－５０３－１２６６

心と体を緩める頑張らない筋トレ体芯力®︎創始者

認知動作型トレーニング指導者

申 込 み 書

鈴木 亮司

※ レクリエーション傷害保険登録の為、ご芳名を保険会社に提示いたします。
同意した上で、お申込みください。











 

 

令和６年９月 19 日 

各地区連合町内会長 様 

 

つるみ臨海フェスティバル実行委員会 

  委員長 中村 壽晴     

 

第 34 回つるみ臨海フェスティバル開会式への出席について（依頼） 

 

時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから、鶴見臨海部の発展に多大なる御支援、御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。また、つるみ臨海フェスティバルの開催にあたりましては、各自治会・町内会より御

協賛をいただき感謝申し上げます。 

お陰さまで、今回のフェスティバルも誰もが楽しめるイベントとして、80 以上の企業･

団体による模擬店やスポーツ体験、地域の学校等によるステージなどを用意し、開催に向

けた準備を順調に進めているところです。 

つきましては、各地区連合町内会長様に、当フェスティバル開会式へ御来賓として御出

席を賜りたく、次の通り御案内申し上げます。 

なお、開会式への御出欠につきましては、大変恐縮ですが、別紙「出欠連絡票」により

９月 30 日（月）までに御回答をお願いいたします。 

 

 

  １ つるみ臨海フェスティバル開催日時 

    令和６年 10 月 19 日（土） ９時 30 分～15 時 30 分 

    開会式 ９時 30 分～９時 45 分【小雨決行】 

    ※荒天の場合は中止し、順延しません。 

 

２ 会  場 

  入船公園（※裏面の案内図をご覧ください。） 

  ・開会式は、にぎやか広場のイベントスペースにて行います。 

  当日、出欠確認をいたしますので、９時 20 分までに本部までお越しください。 

   お車で御来場される場合には、事前に下記まで御連絡をお願いします。 

駐車場は限りがございますので、出来る限り公共交通機関を御利用ください。 

 

 

 

（連絡先・問合せ先） 

鶴見区地域振興課 小川、阿部 

電話：５１０－１６８７ FAX：５１０－１８９２ 

  



 
■入船公園（つるみ臨海フェスティバル会場） 案内図 

 

 

                       所 在 地 鶴見区弁天町３－１ 

                       アクセス JR 鶴見線「浅野駅」より徒歩 1分 

                            鶴見駅東口から市営バス 15･27 系

統 

                            「入船橋バス停」より徒歩３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会場案内図（入船公園） 

 

入船公園 

野球場 

本部 

にぎやか広場 

ステージ 

（開会式） 

受付場所 

 



 
 

つるみ臨海フェスティバル開会式 
出 欠 連 絡 票 

 

つるみ臨海フェスティバル開会式 

出席します 

 

欠席します 

※どちらかに○をしてください 

 

 

連合町内会名              

御 芳 名               

FAX 番号：510-1892 
鶴見区役所地域振興課内 つるみ臨海フェスティバル実行委員会 

 

◆開催日時 令和６年 10 月 19 日（土）９時 30 分～15 時 30 分 

      開会式 ９時 30 分～９時 45 分（予定）【小雨決行】 

      ※荒天の場合は中止し、順延しません。 

◆会  場 入船公園  

開会式は入船公園広場内のメインステージで行います。 

恐れ入りますが、当日は９時 20 分までに本部テントに 

お越しください。 



令和６年９月 19 日 

鶴見区自治会・町内会長 各位 

 

つるみ臨海フェスティバル実行委員会 

委員長 中村 壽晴 

 

第 34 回つるみ臨海フェスティバルの御案内について 

 

時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから、鶴見臨海部の発展に多大なる御支援、御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。また、つるみ臨海フェスティバルの開催にあたりましては、各自治会・町内会より御

協賛をいただき感謝申し上げます。 

お陰さまで、今回のフェスティバルも誰もが楽しめるイベントとして、80 以上の企業･

団体による模擬店やスポーツ体験、地域の学校等によるステージなどを用意し、開催に向

けた準備を順調に進めているところです。 

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、会場への御来場を賜りたくお願い申し

上げます。 

 

記 

 

１ 日 時：令和６年 10 月 19 日（土）  

開会式 ９時 30 分～９時 45 分（予定） 

フェスティバル：９時 30 分～15 時 30 分 

※荒天の場合は中止とし、順延はありません。 

※中止の場合は当日６時ごろ区ホームページに掲載します。また、８時以 

降、横浜市コールセンター（Tel. 045-664-2525）でも御案内します。 

 

２ 会 場：入船公園（※裏面の案内図をご覧ください。） 

 

※駐車場の御用意は致しかねます。公共交通機関を御利用ください。 

以上 

 

 

（連絡先・問合せ先） 

鶴見区地域振興課 小川、阿部 

電話：510-1687 FAX：510-1892 



■入船公園（つるみ臨海フェスティバル会場） 案内図 

 

 

                       所 在 地 鶴見区弁天町３－１ 

                       アクセス JR 鶴見線「浅野駅」より徒歩 1分 

                            鶴見駅東口から市営バス 15･27 系

統 

                            「入船橋バス停」より徒歩３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会場案内図（入船公園） 

 

 

入船公園 

野球場 

本部 

にぎやか広場 

ステージ 

（開会式） 

 









 

敬老パスの一斉更新について 

 
令和６年敬老パス（令和６年 10 月１日～令和７年９月 30 日）について、７月から 10 月

にかけて一斉更新が始まっています。 

つきましては、一斉更新のスケジュールについて、地域の皆様へご周知いただくとともに、

有効期間の確認方法を示したチラシの掲出等にご協力をお願い申し上げます。 

 
１ 一斉更新のスケジュール 

 有料区分の方 
無料区分の方 

（身体障害者手帳をお持ちの方など） 

ICカードをお持ちの方 ICカードをお持ちでない方 ICカードをお持ちの方  ICカードをお持ちでない方 

負担金の

支払期限 

９月９日（月） ８月 26 日（月） ７月 12日（金） 

※申請書の提出期限（負担金はなし） 

ICカード お持ちの IC カードを 

引き続き使用します。 

※捨てないでください。 

IC カードを郵送（特定

記録）でお送りします。 

お持ちの ICカードを 

引き続き使用します。 

※捨てないでください。 

IC カードを郵送（特定

記録）でお送りします。 

 10 月１日（火）～ 

令和６年敬老パスの利用開始（※納付期限内にお支払いいただいた方） 

 

 

２ 有効期間の確認方法に関するチラシの掲出及び配布に関するお願い 

（１）有効期間の確認方法 

令和６年敬老パス（令和６年 10月１日～令和７年９月 30日）の有効期間は、カード

に記載された交付番号下８桁の数字を用いて、インターネットまたはお電話にて確認

することができます。 

【インターネット】https://keipa.city.yokohama.lg.jp/ 

【お 電 話】0120-192-123 

 

（２）チラシの掲出及び配布に関するお願い 

（１）有効期間の確認方法をお知らせするチラシを作成しましたので、令和６年 10

月 31日まで掲示板に掲出をお願いいたします。 
 

 

 

（担当）鶴見区高齢・障害支援課 

田辺、清水 

 TEL０４５－５１０－１７６８ 

 

鶴見区連会９月定例会資料 
令 和 ６ 年 ９ 月 1 9 日 
高 齢 ・ 障 害 支 援 課 

捨てないでください 



10月１日以降も引き続き同じカードを使います

敬老パスは捨てないで！
更新手続きが終わっても、今使っている

お問合せ：横浜市敬老パス問合せダイヤル  ☎ 0120-206-160（午前８時から午後７時まで）

鶴見区役所から大事なお知らせ

カード記載の交付番号
下８桁の数字で有効期間
を確認できるよ !

インターネットで確認する（https://keipa.city.yokohama.lg.jp）

電話で確認する

※負担金を支払ってから３週間以降にご確認ください有効期間の確認方法

❶ 右の二次元コードをスマートフォンで読み取る
❷ 「有効期間確認」を選択する
❸ 「ログイン ID」にカード記載の交付番号下８桁の
　 数字を入力し、「有効期間を確認する（次へ）」を押す

❶ 0120-192-123（自動音声応答ダイヤル）
❷ 音声にしたがって「1」を押す
❸ カード記載の交付番号下８桁の数字と「#」を押す

シャープ



                                  資料No. 

 

 

 

 

「いつか」ではなく「今から」！  

～弁護士から学ぶ相続・遺言、エンディングノート～ 

（鶴見区エンディングノート講演会）について 

 

 

１ 趣旨 

 鶴見区では高齢者や障害者の権利擁護を推進するため、「わになるノート」（鶴見

区版エンディングノート）の普及・啓発に取り組んでいます。本年度のエンディン

グノート講演会を次のとおり開催いたします。多数の皆様にご参加いただきたくご

案内申し上げます。 

各自治会町内会長あてにちらしを送付しますので、定例会で情報提供をお願いし

ます。 

 

２ 開催概要 

  日時等 令和６年11月１日（金）午後２時～午後４時 

      鶴見区役所６階８・９号会議室（定員60名） 

  講師  井町総合法律事務所  弁護士  村上 鷹平氏 

  テーマ 「いつか」ではなく「いまから」！ 

      ～弁護士から学ぶ相続・遺言、エンディングノートについて～ 

      ・相続・遺言について知っておくとよいこと、気を付けなければいけな 

いこと 

      ・自分の意思を伝えることの大切さ 

      ・エンディングノートについて  他 

 

３ 申込 

  令和６年10月１日（火）開始 

  横浜市電子申請システム、電話又はファクシミリにて承ります。 

  詳細は別添のちらしをご参照ください。 

 

 

 

鶴見区連会９月定例会資料 

令和６年９月19日 

鶴見区高齢・障害支援課 

担当 鶴見区高齢・障害支援課高齢者支援担当 

          塩浦、上野、松本、稻垣 

   電話：045-510-1773 FAX：045-510-1897 



令和６年度  鶴見区エンディングノート講演会

令和６年

11 ／１ 14:00 ~ 16:00

これまでの歩みを振り返り 、大切な方へ思いを伝えるために 。

「いつか取りかかろう 」 「自分には関係ない」と思っているそこのあなた 、

ご一緒に考える機会にしませんか 。

「いつか」ではなく「今から」 !

弁護士から学ぶ
相続・遺言、エンディングノート

場所 鶴見区役所６階８・９号会議室
（鶴見中央3-20-1）

定員 60名（先着順）

申込 10月１日(火)～29日(火)
ウェブ、電話、FAXにて
 ※電話・FAXの詳細は裏面参照

ウェブ申込は
 こちらから

【お問い合わせ・お申し込み】
鶴見区役所高齢・障害支援課 高齢者支援担当
電話：045-510-1773 FAX：045-510-1897

【主催】
鶴見区高齢・障害支援課、鶴見区社会福祉協議会

講 師

村上 鷹平 弁護士

井町総合法律事務所           

神奈川県弁護士会高齢者・
障害者の権利に関する委員会

鶴見区成年後見サポートネット
アドバイザー

参加費
無 料

金



令和6年度 鶴見区エンディングノート講演会
「いつか」ではなく「今から」！
弁護士から学ぶ 相続・遺言 、エンディングノート

※１ ご記入いただいた個人情報は本研修以外の目的では使用しません。

※２ 手話通訳が必要な方は、10月1５日（火）までにお申し込みください。

お問い合せ：鶴見区役所高齢・障害支援課 高齢者支援担当

電話：045-510-1773

参加申込書

FAX : 045-510-1897

ウ ェ ブ

電 話 045-510-1773 8:45～17:00※土日祝日を除く

F A X 045-510-1897

参 加 希 望 者

ふりがな

氏 名

住 所

連 絡 先 
※1

任 意
※2

□ 手話通訳を希望します

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/
ea/residents/procedures/apply/f40a8bc7-3fb8-
4d1e-bbee-40b6ad06377f/start
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令和６年度 地球温暖化対策事業計画及び 

令和５年度 取組結果について 
 

横浜市では「横浜市地球温暖化対策実行計画」に基づき、横浜市域から排出される

温室効果ガスの総排出量を、2030 年度までに 2013 年度比で 50％削減、2050 年度ま

でに実質ゼロとすることを目指して、市民・事業者の皆様との連携により脱炭素化に

向けた取組を推進しているところです。また、2024 年１月には新たな一般廃棄物処

理基本計画「ヨコハマ プラ 5.3（ごみ）計画」を策定したほか、2025年４月には鶴

見区を含む市内全域でプラスチックごみの分別拡大が予定されています。 

こうした市の方針も踏まえ、鶴見区としては、地球温暖化への対策の重要性を区民

の皆様に知っていただき、日常生活にて実践いただくことが重要と考えるため、引き

続き広く普及啓発等を行っていきます。 

 

１ 区役所等における取組 

（１） 広報媒体を活用した啓発 

脱炭素化に向けた取組等について、2027年に上瀬谷で開催される GREEN×EXPO 

2027 とも連動させながら、広報よこはま鶴見区版をはじめとした広報媒体を通

じて PRを行い、区民の意識醸成を図ります。 

  

  【令和５年度取組結果】 

区内企業の脱炭素（CO２の排出量削減等）に

係る具体的な事業・技術を広報よこはま鶴見区

版に掲載し、区民の意識醸成を図りました。 

 

・令和５年度掲載企業 

12月 … 丸忠建工株式会社「廃棄物のリサイクルからまち全体の脱炭素へ」 

     １月 … Jバイオフードリサイクル「地球にやさしい 100％リサイクルに向けて」 

    ２月 … 田口園芸株式会社「花と緑の活動を通して、人々を笑顔に」 

３月 … 株式会社ケイ・コレクション「花の癒しと安らぎで、受け取った人を笑顔に」 

 

（２）区庁舎等の緑化  

緑化の推進や省エネルギー化の促進のため、令和５年度は区庁舎及び土木事務

所の緑のカーテン、並びに区庁舎の壁面緑化を実施しました。令和６年度は区庁

舎の外壁工事のため実施していませんが、令和７年度から再度実施していく予定

です。 

 

 （３）区民利用施設照明設備 LED化事業         

令和５年度より、区民利用施設の照明設備の LED化を進めています。令和６年

度からは建築局の ESCO事業により実施しており、令和６年度に事業者等を選定、

令和７年度以降、順次区内施設において LED化を実施予定です。 

 

   令和５年度設置施設：国際交流ラウンジ 

令 和 ６ 年 ９ 月 1 9 日 
鶴見区地球温暖化対策推進会議資料 
（ 書 面 開 催 ） 

01231134
テキストボックス
資料No.19
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主に鶴見区内の民間企業等が行っている、環境や

経済をテーマにした出張授業・工場見学について、区

内小中学校に紹介・PRしています。各学校における

企業と連携した取組を促し、児童・生徒へのより効果

的な環境行動の普及促進を目指します。 

※2024年度版について（概要） 

〇参加企業・団体数 13団体  

 〇掲載講座数    27講座 

 〇実施時期     令和６年４月以降 

 

（４）次世代型太陽電池の普及拡大 

   横浜市では、横浜発の新技術であるペロブスカイト

太陽電池をはじめとした次世代型太陽電池の普及拡

大に向けた PR 等を進めています。令和６年度は、脱

炭素・GREEN×EXPO推進局において、公共施設を活用

した「次世代型太陽電池実証実験の提案募集」を行っ

ており、鶴見区役所が対象施設の一つとなっています。

本実証実験を機に、区民等への次世代型太陽電池の認

知度向上、脱炭素化に向けた意識の醸成を図ります。 

   

     実証予定場所：鶴見区役所正面入り口風除室内▶ 

    ※上記のほか、市庁舎アトリウム及び北部第二水再

生センターにて実証実験実施 

 

（５）区庁舎での廃油回収の実施（区後援事業） 

脱炭素化に向けた取組の一つとして、廃油や期限切れの食用油などを回収し、

再利用から循環型社会へつなげる取り組みを実施しています。（毎月第１月曜日

午前中、区役所１階で実施。主催：アース greenつるみ） 

 

  【令和５年度取組結果】 

   実施回数  ：11回（令和６年１月は祝日のため休み） 

   廃食油回収量：428.5ℓ 
 

２ 企業等との連携による取組 

（１）鶴見区 企業の出張授業と工場見学の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年度取組結果】 

   令和５年度 出張授業・工場見学参加者実績：約 3,600人 

   ※手引きに掲載の企業等へのアンケートにより把握 

 

 

 

 

アーチ型ガラス面

に設置 
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（２）企業等との連携による普及啓発活動 

区内の企業や団体との連携により、体験型のイベントなどを通じて脱炭素化

に向けた意識啓発・行動変容につなげます。 

 

  【令和５年度取組結果】 

   東京ガス㈱と連携した料理教室を実施し、

GREEN×EXPO 2027 に関連したプログラムを

通じて、環境行動への意識啓発や EXPO の機

運醸成を図りました。 

 

   

 ≪関連事業≫脱炭素取組宣言制度（経済局） 

  横浜市では、令和６年度より、市内事業者等を対象と

して、身近な省エネ活動を含む脱炭素化に取り組むこ

とを宣言していただく「脱炭素取組宣言」を新たに創設

しました。宣言をされた事業者の皆様には、ロゴマーク

の使用や市 Web サイト上への事業者名の掲載のほか、

省エネ診断の受診や設備投資の補助制度等（市内中小

企業対象）のメリットがあります。 

  鶴見区としても、今後、区内の企業の皆様に対し、本

事業の周知及び支援を行っていきます。 

 

３ 区民等の行動変容に向けた普及啓発の取組 

（１）鶴見ゼロカーボンチャレンジ（仮）（令和６年度新規事業） 

    脱炭素行動に係る区民参加型の企画を通して、プラスチックごみの分別・リサ

イクルの拡大等、区民の生活に身近な取組を契機に、幅広く脱炭素行動を啓発、

行動変容へと繋げることを目指します。 

 

 （２）街の美化の推進 

    「きれいなまち鶴見」を実現するため、地域清掃の支援やポイ捨て・不法投棄

対策を実施し、街の美化や環境意識の醸成を進めます。 

 

  【令和５年度取組結果】 

① 鶴見クリーンキャンペーン 

ごみ袋と軍手を提供し、地域清掃を支援しました。 

参加団体数：延べ約 130団体 

② 鶴見川クリーンキャンペーン 

鶴見川・桜緑化実行委員会の主催により、鶴見川流域の清掃を実施しました。 

秋の参加人数：75名 ※雨天のため春は中止 

③ まちかど花壇事業 

不法投棄防止のため、花苗や肥料等を提供し、まちかどを花で彩りました。 

参加団体数：21団体 
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 （３）ごみ減量の取組 

    各種イベントや講習会等を通じて、プラスチックごみや食品ロスをはじめとす

るごみの削減に向けた周知・啓発活動を行います。 

 

  【令和５年度取組結果】 

① 区民まつり・商業施設等での啓発 

    三ツ池公園フェスティバル（５月）、つるみ臨海フェスティバル（10月）、 

イオン駒岡店（６月）、サルビアホール（６月）、トレッサ横浜（３月）、 

生ごみ堆肥化・土壌混合法講習会（７～９月 計３回）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② フードドライブの実施 

令和２年７月から、区役所内にフードドライブＢＯＸを設置し、寄付いた 

だいた食品は、社会福祉協議会を通じて必要としている方へお渡ししています。 

食品の総数：1,813点 総量：724.25 kg 

（区役所のほか、自治会町内会等で実施いただいたものを含む） 

 

 

 

 

 

 

 

鶴見クリーンキャンペーン まちかど花壇 

トレッサ横浜 土壌混合法講習会 
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４ GREEN×EXPO 2027 の機運醸成に関する取組 

  鶴見区では 2027年に開催する国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）に向けた機運

醸成の取組として、JR 鶴見駅東口に GREEN×EXPO 2027 を PR する花壇を設置したほ

か、開催 1000日前を記念し、６月に鶴見駅周辺のイベントで花の種を配布しました。

今後も、イベントや WEB など様々な手法により PR を行い、区民等の皆様の認知度向

上・機運醸成を図ります。 

  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

「横浜市都市計画マスタープラン（全市プラン）の改定」 

改定素案の説明会開催等について【情報提供】 
 
 

１ 趣旨 

本市では、都市づくりの方針である「横浜市都市計画マスタープラン（全市プラン）※」

について、現行プランが令和７年に目標年次を迎えることから、現在、令和７年度の改定を

目指して検討を進めています。 

このたび、改定素案を作成しましたので、説明会等を実施します。 

 

※：横浜市都市計画マスタープラン（全市プラン） 

・市町村の都市計画の基本方針 

・市民や企業等の皆様のまちづくりへの参画を促し、協働でまちづくりを進めるためのツール 

 

２ お願いしたいこと 

９月下旬以降、説明会の概要等を掲載したリーフレット（添付資料）について、以下の  

とおり配布等を行いますので、ご承知おきください。 
 
 

３ リーフレットの主な内容 

  ・改定素案の概要について              ・・・P２～５ 

・改定素案の閲覧・パブリックコメント等について   ・・・P６ 

・改定素案の説明会（会場、日程等）について     ・・・P７ 
 
 
４ リーフレットの配布等について（予定） 

①市庁舎 29階（都市整備局企画課）、市庁舎３階（市民情報センター） 

 各区役所（区政推進課）、横浜市ホームページ掲載  ・・・９月下旬より配架・掲載 

②ＰＲボックス                   ・・・９月下旬より順次配架 

 
 

 

 

【担 当】都市整備局企画課 石川、東 

【連絡先】６７１－３７４９ 

区連会９月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ９ 月 1 9 日 
都 市 整 備 局 企 画 課 
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Photo to abanba



https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kan
kyo/toshiseibi/sogotyousei/plan/kaiteikentou.html#douga

tb-toshimas@city.yokohama.jp

045-664-4539

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/
residents/procedures/apply/a50bfe11-fe59-4c45-
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tb-toshimas@city.yokohama.jp
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令和６年９月 19 日 

自治会・町内会長 様 
鶴見区地域振興課長 

 

令和６年度「防犯パトロール物品の配布」及び「鶴見区 

地域防犯リーダー研修会」の開催について（ご案内）   

 
地域の防犯力の向上のため、地域で防犯パトロールを行っている自治会町内会に、防犯パ

トロール物品を配布します。 
また、自治会町内会の会長・防犯部長等を対象に「地域防犯リーダー研修会」を開催しま

す。 
本物の俳優の芝居でワクワク楽しみながら、自分の力で特殊詐欺から身を守る「防犯力」を

身に付け、「だまされないプロ」になる方法を学びましょう。 
 
１ 防犯パトロール物品の提供 

自治会町内会のパトロール活動に必要な物品につきまして、例年どおり各自治会町内会

へ配布します。 
今年は、全自治会町内会に下記の配布物品をすべて 1 個ずつ配布できます。 
配布の希望を、「防犯物品申込書」【別紙１】に記入し、ＦＡＸで送付してください。 
なお、鶴見区で特殊詐欺が多く発生していることから、のぼり旗（特殊詐欺注意）につい

ては、１０月に全自治会町内会に１枚ずつ配布しますので、掲出をお願いします。 
【配布物品】 
１ タスキ（防犯パトロール中） ２ 防犯帽子 
３ 防犯ベスト（防犯・防犯パトロール中） ４ のぼり旗（防犯パトロール実施中） 
５ ＬＥＤ信号灯  
すべての物品の配布を希望しない場合は、連絡不要です。 

 
２ 地域防犯リーダー研修会 

  日頃から自治会町内会において防犯活動に携わっている方を対象に、防犯対策をテーマ

にした研修会を行います。 
（１）日  時 令和６年１１月６日（水） １４時００分～ 1 時間程度 
（２）会  場 鶴見区役所６階８・９号会議室 
（３）募集人員 先着 １００人 
（４）対  象 自治会町内会長・防犯部長等 各自治会町内会２名まで 
（５）講義内容 

  別添チラシのとおり 
（６）申込開始 令和６年１０月１日（火）９時から（先着） 

（７）申込方法 チラシ裏面の「地域防犯リーダー研修会申込書」【別紙２】に記入し、 
ＦＡＸで送付してください。 

 
３ 事務担当 

鶴見区地域振興課 防犯担当 高橋 
電話：０４５－５１０－１６８８  ＦＡＸ：０４５－５１０－１８９２ 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※ 用意ができ次第、申込担当者の方にご連絡します。 

 

申し込み締め切り  令和６年 10 月 31日（木） 

配布物品 配布 

可能数 

配布希望の有無 

（どちらかに〇印を） 

１ タスキ １ 有   無 

２ 帽子 １ 有   無 

３ ベスト １ 有   無 

４ のぼり旗（防犯パトロール） １ 有   無 

５ ＬＥＤ信号灯 １ 有   無 

別紙１ 

申 込 先：ＦＡＸ ５１０－１８９２ 

     鶴見区地域振興課 防犯担当 高橋 あて 
 

【防犯物品申込書】 
 

自治会・町内会名                                

申込担当者 氏名                                    

電話  (   )      携帯電話     (      )          
 

配布の希望が無い場合は、ＦＡＸ不要です。 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

鶴見区地域防犯リーダー研修会 

日 時：令和６年 11 月６日（水） 

午後２時～ 1 時間程度 
会 場：鶴見区役所６階会議室 

【内容】 

〇「防犯演劇」 ブルーチェイサー２ａ ～葵の御紋を胸に秘め～〜 
 出演：表現のチカラ 代表 はだ 一朗  ＆  伊藤 えりこ 

 本物の俳優の芝居で、ワクワク楽しみながら、自分の力 

で「特殊詐欺」から身を守る「防犯力」を身につけ、「だま 

されないプロ」になり、鶴見区から「特殊詐欺被害」を無く 

しましょう！ 

 

 

 

 

 

〇防犯講話 

  鶴見警察署生活安全課 

   鶴見区の犯罪発生状況を勉強しましょう。 

令和６年度 

【申し込み】 
裏面の申込用紙を FAX してください。 
申込開始：１０月１日（火）9：00 から 
定  員：先着 100 名 
（参加の可否を 10 月 2５日までに連絡） 
各自治会町内会２名まで 
※ FAX が無い場合は電話も可 
（045-510-1688） 

自治会町内会長 
防犯部長等が対象です 

自治会町内会長 各位 

主催：鶴見区役所地域振興課 電話 045-510-1688 

「表現のチカラ」とは、演劇や歌唱等の様々な表現の技
術で社会問題の周知や啓発を目的とした講演やワーク
ショップなどを行っている任意団体です。 
横浜市内でも「特殊詐欺」の防犯啓発を、2019年から

毎年 10回程度実施しています。 



 

          

 

 

「鶴見区地域防犯リーダー研修会」申込書 

 

11 月６日（水）午後２時からの研修会に参加を申し込みます。 

 

自治会町内会名 （                      ） 

 氏    名 連絡先（携帯電話可） 

申込代表者   

申込者 ２   

 
 
 
 

    

申込は１自治会町内会２名とさせていただきます。 

参加の可否については、１０月２５日（金）までに連絡します。 

また、事情により中止等になる場合には、個別にご連絡します。 
 

※ いただいた個人情報は、当研修会以外での利用は行いません。 

 
 

 

申 込 先：ＦＡＸ ０４５－５１０－１８９２ 

        鶴見区地域振興課 防犯担当 高橋 行 
申込開始日：令和６年１０月１日（火）  ９：００～ 

別紙２ 



自治会・町内会長 各位 

鶴 見 消 防 団 長  

 

 

令和６年度「鶴見消防団大規模災害対応訓練」の実施について（御案内） 

 

 平素から消防団活動に御理解と御協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

このたび、日頃の訓練成果を披露するため、「鶴見消防団大規模災害対応訓練」を一

般公開にて実施いたします。 

 つきましては、御来賓の皆さまにご観覧をいただきたく、誠に恐縮とは存じますが、

御出席賜りますよう御案内申し上げます。 

 

１ 日時 

令和６年 10月 27日（日）午前 10時から正午まで（雨天決行、荒天時中止） 

 

２ 会場 

曹洞宗大本山總持寺 大駐車場（横浜市鶴見区鶴見二丁目１番１号） 

 

３  訓練内容 

大規模地震発生時における救出・消火想定訓練 

 

４ ご出席の回答について 

  出席の可否及びご連絡先について、10月４日（金）までに次のいずれかの方法で鶴

見消防署総務・予防課消防団係あて御連絡ください。 

・ＦＡＸ 045-503-0119 ※添付のＦＡＸ送信票を御活用ください。 

・電話  045-503-0119 ※平日の午前９時から午後５時までにお電話ください。 

・メール sy-turudan@city.yokohama.lg.jp 

 

５ その他 

(1) 御来場の際は、公共交通機関を御利用いただきますようお願いします。 

(2) 荒天時の中止については、当日朝７時に決定し御連絡いたします。 

(3) 御不明点につきましては、事務局までお問い合わせください。 

鶴見区自治連合会説明資料 

令和６年９月 19日 

鶴見消防署総務・予防課 

【事務局】 

鶴見消防署総務・予防課 

消防団係 伊藤、斎藤、増田 

電話・FAX：045-503-0119 

メール：sy-turudan@city.yokohama.lg.jp 

mailto:sy-turudan@city.yokohama.jp


FAX送信票 
 

令和６年  月  日 

「 鶴見消防団大規模災害対応訓練 」 

御出席 ・ 御欠席 
（いずれかを○で囲んでください） 

日時：令和６年 10月 27日（日） 

10時 00分～12時 00分 

 

自治会・町内会名              

お名前                   

電話番号                  

※中止の際にご連絡させていただきます。 

※10月４日（金）までに御返送ください。 
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地震発生に備える！

８月８日、宮崎県の日向灘を震源とする最大震度６弱の地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）が発表されました。幸いにも巨大地震発生に結び付くデータは観測されず、一週間後の８月15日

には解除になりましたが、引き続き地震発生時の備え・心構えを維持してください。
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台風シーズンに入りました！ 

家の外の備え 

□側溝や排水溝を清掃し、雨水の滞水を防ごう！ 

□トタン板やガーデン用品などが 

強風で飛ばされないよう固定しよう！ 

 

家の中の備え 

□停電に備えて 

充電式の物は満充電に、予備の乾電池も確認しよう！ 

カセットガスこんろは停電時にも有効です。 

□飛来物の飛び込みに備えて 

窓ガラスには飛散防止のフィルムや養生テープで補強を！ 

□断水に備えて 

 浴槽に水を溜めておくと生活用水として活用できます。 

 

避難は早めに検討しましょう！ 

台風時は、テレビや「横浜市避難ナビ」などでこまめに避難情報を確認 

「避難指示」が出たら、すみやかに安全な場所に避難しましょう。 

 

 

 

警戒レベル一覧表（内閣府ホームページより） 



１　罪種別認知状況（年中累計　前年同期比）

罪
種
別

年

別

令和6年
8月末

2 1 1 4 29 39 1 1 37 366 279 75 10 9 8 71 933

令和5年
8月末

4 4 1 1 19 31 2 1 34 250 224 45 1 9 0 87 713

前年比 -2 -3 0 +3 +10 +8 -1 0 +3 +116 +55 +30 +9 0 +8 -16 +220

２　窃盗犯手口別認知状況及び特殊詐欺（年中累計　前年同期比）

手
口
別

年

別

令和6年
8月末

17 2 8 2 8 37 11 27 328 366 8 2 2 101 35 131 279 682 41
令和5年
8月末

14 2 7 1 10 34 5 43 202 250 8 2 1 109 17 87 224 508 39

前年比 +3 0 +1 +1 -2 +3 +6 -16 +126 +116 0 0 +1 -8 +18 +44 +55 +174 +2

 

鶴 見 警 察 署 管 内 刑 法 犯 認 知 状 況 表
8月末暫定値
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(※被害額は10,000円単位四捨五入）
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特殊詐欺被害総額　約1億1760万円
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オレオレ詐欺被害… 9人 約 6390万円

息子や孫の親族等を装い、横領、痴漢等の示談金又は仕事上のミスによる損失の補填、バッグの紛失、借金の返

済等を名目として、犯人が自宅へ訪ねて来たり、駅等に呼び出し、金銭等をだまし取る詐欺です。

預貯金詐欺被害… 20人 約 4000万円

警察官や区役所職員、銀行協会職員等を装い、保険料の払い戻し名目や、口座が犯罪に利用され、キャッシュ

カードの交換手続きが必要である等の名目で、暗証番号を聞き出し、キャッシュカードやクレジットカードをだまし取る

詐欺です。

還付金詐欺被害… 8人 約 1120万円

役所等を装って、保険金や医療費の過払い分の返還を名目に、言葉巧みに被害者をＡＴＭに誘導して操作させ、

被害者の口座から犯人の口座へお金を振込ませる詐欺です。

キャッシュカード詐欺盗被害… ０人

警察官や銀行協会職員、デパートや電気量販店の店員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に

利用されている。」等の名目により、キャッシュカード等を準備させたうえで、隙を見る等し、新しく用意したカードと説明され

た偽物のカードが入った封筒を渡され、古いカードを回収する旨を理由として、キャッシュカードを犯人に手渡し、キャッ

シュカード等を窃取する手口です。

架空請求詐欺… 4人 約 260万円

インターネット事業者などを名乗る犯人から、インターネットの未納料金が発生しているなどの名目で携帯電話にメー

ルが送られてきたり、法務省や裁判所からはがき、封書が送られてきて、未払いの料金があるなど架空の事実を口実に、

金銭等をだまし取る詐欺です。パソコン操作中に画面がフリーズするなどし、ウィルス感染の警告メッセージに記載され
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合　計 682 17 2 8 10 37 35 2 8 14 101 2 117 279 11 27 328 366

朝日町 16 8 1 9 1 6 7

安善町

市場上町 3 1 1 2 2

市場下町 4 2 2 2 2

市場西中町

市場東中町 1 1 1

市場富士見町 3 1 1 2 2

市場大和町 1 1 1

潮田町 13 1 1 4 6 1 6 7

江ケ崎町 13 3 3 1 9 10

小野町 8 1 1 1 6 7

梶山 13 1 1 2 1 10 11

上末吉 14 1 1 2 1 1 11 11

上の宮 2 1 1 1 1

寛政町 2 1 1 1 1

岸谷 9 1 1 2 1 3 1 4 5

北寺尾 15 1 1 2 4 1 5 1 7 8

駒岡 45 2 1 2 5 1 1 14 7 23 2 1 14 17

栄町通 8 1 1 2 6 6

汐入町 2 2 2

獅子ケ谷 13 1 6 3 10 1 2 3

下野谷町 15 1 2 3 2 2 8 12

尻手 25 1 1 2 1 4 2 9 15 15

下末吉 23 2 2 1 1 1 3 1 17 18

末広町 1 1 1

菅沢町 7 1 1 2 5 5

諏訪坂 1 1 1

大黒町

大黒ふ頭 5 1 1 2 1 1 4

大東町 4 1 1 3 3

佃野町 5 1 1 1 1 3 3

鶴見 10 3 1 1 5 5 5

鶴見中央 159 1 5 2 8 4 1 2 3 30 40 80 9 62 71

寺谷 1 1 1

豊岡町 64 1 2 13 12 28 36 36

仲通 11 1 2 2 5 6 6

生麦 30 1 1 2 4 1 2 9 16 1 11 12

浜町 2 2 2

馬場 6 1 1 1 1 2 1 2 3

東寺尾 10 1 1 2 1 1 2 6 1 2 3

東寺尾北台 1 1 1

東寺尾中台 3 1 1 1 1 2

東寺尾東台 3 1 1 1 1 1 1

平安町 10 2 2 1 7 8

弁天町 1 1 1

本町通 11 1 1 3 1 2 6 4 4

三ツ池公園 3 3 3

向井町 7 1 1 2 2 4 4

元宮 30 1 2 10 6 19 1 2 8 11

矢向 49 3 1 4 4 2 2 1 9 18 2 25 27

侵入盗 非侵入盗 乗り物盗

合
　
　
計



②県内発生状況　（年中累計　前年同期比）

発生件数 死亡者数 重傷者数 軽傷者数 負傷者数 発生件数 死亡者数 負傷者数

６年 364 4 24 386 410 ６年 13332 65 15452

５年 412 1 18 455 473 ５年 13997 71 16539

増減数 -48 +3 +6 -69 -63 増減数 -1050 -6 -1087 

発生件数 死亡者数 重傷者数 軽傷者数 負傷者数

６年 46 0 2 52 54

５年 46 0 3 57 60

増減数  ±0  ±0 -1 -5 -6 
　

国道１号 国道15号国道357号川崎町田 産業道路 環状２号 その他

６年 34 37 0 25 17 15 27 197 12

５年 32 33 0 24 18 11 26 254 14

日 月 火 水 木 金 土

６年 34 58 41 53 52 78 48

５年 39 57 68 68 67 57 56

０時～ ２時～ ４時～ ６時～ ８時～ 10時～ 12時～ 14時～ 16時～ 18時～ 20時～ 22時～

６年 9 3 10 31 42 50 43 38 57 47 21 13

５年 9 5 8 42 64 42 50 56 55 45 26 10

鶴見中央 駒岡 下末吉 生麦

６年 42 36 31 26

５年 52 33 29 32

車両単独 正面衝突 追突 出会い頭 右左折時 その他 横断中 その他 列車

６年 13 8 74 35 73 85 43 32 1

５年 26 7 64 109 66 56 48 35 1

子供 高齢者 二輪 自転車

６年 22 104 112 110

５年 36 128 122 148

　令和６年９月
　鶴見警察署　交通課

８月末概数

①管内発生状況　　（年中累計　前年同期比）

④路線別
一　般　国　道 県　　道　　・　　　地　方　道　

以下　管内年中累計件数　（単位：件数）

③管内発生状況　　（8月中累計　前年同期比）

その他市　　道

⑤曜日別

⑥時間別

⑦町名別　（区内多発順）

⑧事故類型別

⑨関係者別（二輪、自転車は子供、高齢者を含む）

車両同士 人対車両

  ※当月累計の多発順を元に掲載していま
す。常に発生の多い地区ではありません。

自転車事故で亡くなっている方の約６割は、頭

部に主な損傷を負っていることから、ヘルメットを

着用することは大変重要です。

自転車乗車時はヘルメットをかぶりましょう！

交通事故発生状況

自転車事故多発中！

ヘルメットを着用しましょう。

鶴見警察署

マスコット

キャラクター

かける&まい

新学期が始まりました。

子供たちが朝、夕と外の道を利用します。車両

を運転する方は、ふいの飛び出しなどに十分に

注意し、安全運転に心がけて下さい。

歩行者も、時間にゆとりのある行動をお願いい

たします。
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